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監 査 報 告 第 1 1 号 

令和元年 11 月 14 日 

 

大 牟 田 市 議 会 議 長              境    公  司  殿  

大 牟 田 市 長              中  尾  昌  弘  殿  

大 牟 田 市 教 育 委 員 会 教 育 長  安  田  昌  則  殿  

  

  

            大 牟 田 市 監 査 委 員  中  原  修  作  

               同      松  尾  哲  也  

 

行 政 監 査 の 結 果 に つ い て （ 報 告 ）  

 

 地 方 自 治 法 第 19 9 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 行 政 監 査 を 行 っ た の で 、 同 条

第 ９ 項 の 規 定 に よ り 、 監 査 の 結 果 に つ い て 下 記 の と お り 報 告 し ま す 。  

 

記  

 

１  行 政 監 査 の テ ー マ  「 大 牟 田 市 立 学 校 の 備 品 の 管 理 事 務 に つ い て 」  

（ テ ー マ 選 定 の 理 由 ）  

備 品 を 含 む 物 品 は 、 地 方 自 治 法 第 23 9 条 及 び 地 方 自 治 法 施 行 令 第

170 条 の ５ 第 １ 項 に 位 置 づ け ら れ 、 そ の 管 理 及 び 運 用 は 、 地 方 財 政 法

第 ８ 条 の「 地 方 公 共 団 体 の 財 産 は 、常 に 良 好 の 状 態 に お い て こ れ を 管

理 し 、そ の 所 有 の 目 的 に 応 じ て 最 も 効 率 的 に 、こ れ を 運 用 し な け れ ば

な ら な い 。」 と 規 定 さ れ て い る 。 本 市 で は 、 法 令 、 条 例 そ の 他 別 に 定

め が あ る も の の ほ か 、大 牟 田 市 物 品 会 計 規 則（ 以 下「 本 市 規 則 」と い

う 。） に 基 づ き 物 品 会 計 事 務 を 行 っ て い る 。  

物 品 に 含 ま れ て い る 備 品 に つ い て は 、「 そ の 性 質 、 形 状 を 変 え る こ

と な く 長 期 間 使 用 保 存 す る こ と が で き る も の 」と 本 市 規 則 で 分 類 さ れ 、

定 期 監 査 に お い て 管 理 状 況 等 を 確 認 し て い る 。  

ま た 、定 期 監 査 の 補 完 的 な 位 置 づ け を 付 与 し 、平 成 １ ９ 年 度 の 行 政

監 査 に お い て「 備 品 の 管 理 事 務 に つ い て 」を テ ー マ と し 市 長 事 務 部 局 、

市 議 会 事 務 局 及 び 各 行 政 委 員 会 事 務 局 が 所 管 す る 備 品 の 監 査 を 実 施

し て い る 。こ の と き の 実 施 計 画 で「 小 学 校 、中 学 校 及 び 特 別 支 援 学 校
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に つ い て は 次 年 度 以 降 に 実 施 予 定 。」 と し て い た 。 し か し 、 学 校 再 編

の 開 始 等 も あ り 、学 校 の 備 品 に つ い て は 、定 期 監 査 に お い て も 監 査 の

執 行 を 見 合 わ せ て き た 。  

近 年 で は 学 校 再 編 も 進 み 、そ れ に 伴 い 備 品 の 移 動 等 も 行 わ れ て い る

状 況 下 で 所 管 変 更 等 の 手 続 き が 適 正 に 処 理 さ れ て い る か 、法 令 、規 則

等 の 趣 旨 に 沿 っ て 備 品 の 管 理 状 況 が 適 正 に な さ れ て い る か 、学 校 の 備

品 の 管 理 事 務 に 特 定 し て 調 査 及 び 検 証 を 行 い 、今 後 の 事 務 改 善 に 資 す

る こ と を 目 的 と し て 行 政 監 査 を 実 施 す る こ と と し た 。  

 

２  監 査 の 対 象  

大 牟 田 市 立 小 学 校 、 中 学 校 及 び 特 別 支 援 学 校 が 所 管 す る 備 品  

 

３  監 査 執 行 期 間  

令 和 元 年 ８ 月 16 日 （ 金 ） か ら ９ 月 30 日 （ 月 ） ま で  

 

４  監 査 の 着 眼 点  

（ １ ） 管 理 簿 （ 備 品 出 納 簿 等 帳 簿 類 ） は 適 正 に 整 備 さ れ て い る か  

（ ２ ） 備 品 は 現 存 し て い る か  

（ ３ ） 備 品 の 管 理 簿 へ の 登 載 は 適 正 に 行 っ て い る か  

（ ４ ） 使 用 し て い な い 備 品 は な い か  

（ ５ ） 破 損 し 修 理 し て い な い 備 品 は な い か  

（ ６ ）亡 失・棄 損 し た 備 品 の 教 育 委 員 会 へ の 報 告 は 適 正 に 行 っ て い る か  

（ ７ ）備 品 の 出 納 受 払 い（ 取 得 、保 管 転 換 、処 分 等 ）の 手 続 き は 適 正 に  

行 っ て い る か  

（ ８ ） 寄 贈 を 受 け た 備 品 は 適 正 な 手 続 き を 行 っ て い る か  

（ ９ ） 貸 付 備 品 は 適 正 な 管 理 を 行 っ て い る か  

（ 10） 管 理 簿 と 備 品 の 照 合 確 認 は 適 正 に 行 っ て い る か  

 

５  監 査 の 方 法  

監 査 対 象 の 学 校 に 対 し 、調 査 表 、そ の 他 の 資 料 の 提 出 を 求 め る と と

も に 、 必 要 に 応 じ て 担 当 職 員 の 事 情 説 明 を 求 め 、 監 査 を 実 施 す る 。  

ま た 、調 査 表 の 書 類 監 査 の 結 果 を 参 考 に 実 地 に 赴 き 、現 物 確 認 等 を

行 っ た 。  
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６  大 牟 田 市 立 学 校 の 備 品 に 関 す る 法 令 等 に つ い て  

大 牟 田 市 立 学 校 の 備 品 に つ い て は 、大 牟 田 市 立 学 校 管 理 規 則（ 以 下「 学

校 管 理 規 則 」と い う 。）に 、校 長 は 管 理 を 統 括 し 管 理 簿 を 調 整 し 、職 員 は

管 理 を 分 担 し て 備 品 管 理 を 行 う と 規 定 さ れ 、 本 市 規 則 に 準 じ て 備 品 管 理

事 務 を 執 行 し て い る 。  

本 市 の 備 品 管 理 は 、 平 成 3 0 年 ４ 月 に 本 市 規 則 を 改 正 し 、 取 得 価 格 を

机 類 及 び 戸 棚 ・ 保 管 庫 類 を 除 き １ 件 当 た り １ 万 円 （ 図 書 ５ 千 円 ） 以 上 か

ら 、 事 務 用 机 及 び 事 務 用 椅 子 を 除 き ３ 万 円 （ 図 書 は １ 万 円 ） 以 上 と し 、

平 成 30 年 10 月 か ら 備 品 管 理 シ ス テ ム に よ り 行 っ て い る 。 課 等 の 備 品 の

出 納 及 び 保 管 の 事 務 執 行 は 、 課 長 及 び 主 査 等 の 物 品 出 納 員 が 司 り 、 物 品

取 扱 員 が 従 事 す る 。  

学 校 に お い て も 、 平 成 30 年 ４ 月 の 本 市 規 則 改 正 に 準 じ て 事 務 用 机 及

び 事 務 用 椅 子 を 除 き ３ 万 円 （ 図 書 は １ 万 円 ） 以 上 を 備 品 と し て い る 。  

 

７  監 査 の 結 果  

大 牟 田 市 立 学 校 の 備 品 の 管 理 事 務 に つ い て は 、 着 眼 点 に 基 づ き 各 学 校

か ら 提 出 さ れ た 備 品 等 の 管 理 状 況 に 関 す る 調 べ 、行 政 監 査 個 別 調 査 表（ 以

下 「 調 査 表 」 と い う 。 ） 、 管 理 簿 （ 備 品 出 納 簿 等 の 帳 簿 ） 、 そ の 他 関 係

書 類 を 監 査 し た 。  

監 査 の 対 象 は 28 校（ 小 学 校 19 校 、中 学 校 8 校 、特 別 支 援 学 校 1 校【 別

表 】 参 照 ） で 、 調 査 表 等 の 回 答 に よ る 各 学 校 の 備 品 に 係 る 状 況 は 以 下 の

と お り で あ っ た 。  

 

質  問  事  項  

い い え の 回 答  

学 校 数  備 品 数  

１  
管 理 簿 無  

管 理 簿（ 備 品 出 納 簿 等 ）は 、整 備 し て い る 。 
＊ ＊  「 い い え 」 の 場 合 は 、 ４ 以 降 へ  ＊ ＊  

0 校  －  

２  
不 存 在  

管 理 簿 に あ る 備 品 は 、 全 て 現 存 し て い る 。  23 校  295 件  

３  
未 登 載  

備 品 は 、 全 て 管 理 簿 に 記 載 し て い る 。  2 校  7 件  

４  
未 使 用  

使 用 可 能 な 備 品 は 、 全 て 使 用 し て い る 。  2 校  9 件  

５  
未 修 理  

破 損 や 故 障 し た 備 品 は 、全 て 修 理 し て い る 。 7 校  15 件  

６  
未 報 告  

亡 失 ・ 棄 損 し た 備 品 は 、 全 て 教 育 委 員 会 に

報 告 し て い る 。  
1 校  28 件  
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７  
受 払 未 処 理  

備 品 の 出 納 受 払（ 取 得 、保 管 転 換 、処 分 等 ）

の 手 続 き は 、 全 て 行 っ て い る 。  
1 校  3 件  

８  
寄 贈 未 処 理  

寄 贈 品 は 、 全 て 手 続 き を 行 っ て い る 。  0 校  0 件  

９  
貸 付 管 理  

他 所 へ の 貸 付 備 品 は 、 適 正 な 管 理 を し て い

る 。  
0 校  0 件  

２ ～ ９ の 合 計  －  357 件  

１ ０  
照 合 確 認  

管 理 簿 と 備 品 の 照 合 確 認 （ 存 在 、 保 管 場

所 ） は ど の よ う に し て い る か 。  

最 終 確 認 の 時 期 は い つ か 。  

下 記 （ 10） の  

記 載 参 照  

 

監 査 の 結 果 、 多 種 多 様 の 管 理 状 況 が 見 受 け ら れ 、 そ の 一 部 に お い て 留

意 、 検 討 を 要 す る 事 項 が 認 め ら れ た 。 監 査 結 果 は 、 次 の と お り で あ る 。  

（ １ ） 管 理 簿 （ 備 品 出 納 簿 等 ） の 整 備 状 況  

質 問 １「 管 理 簿（ 備 品 出 納 簿 等 ）は 、整 備 し て い る 。」に「 い い え 」と

回 答 し た 学 校 は な く 、 28 校 全 て の 学 校 で 整 備 し て い た 。  

28 校 中 27 校 は 、 備 品 出 納 簿 （ 以 下 「 出 納 簿 」 と い う 。） の 形 式 で 、１

校 は 、 現 存 し て い る 備 品 を 表 形 式 で 作 成 し て い る 管 理 簿 で あ っ た 。  

出 納 簿 に つ い て は 、 長 期 に 渡 っ て 使 用 し て い る も の 、 学 校 再 編 な ど で

再 編 前 後 で の 複 数 の 出 納 簿 で 管 理 し て い る も の な ど が あ っ た 。 １ 校 の 管

理 簿 は 、 増 減 を 記 載 す る 出 納 簿 形 式 で は な く 出 納 状 況 が 不 明 だ っ た 。  

こ の 出 納 簿 及 び 管 理 簿（ 以 下「 出 納 簿 等 」と い う 。）に つ い て は 、購 入 、

削 除 、 不 用 決 定 、 保 管 転 換 、 現 在 数 な ど 出 納 の 記 載 が 不 明 確 な も の 、 旧

か ら 新 の 出 納 簿 へ の 繰 越 現 在 数 が 異 な る も の 、 鉛 筆 書 き や 出 納 員 の 印 が

な い も の な ど が 散 見 さ れ た 。  

（ ２ ） 備 品 の 現 存 状 況  

質 問 ２ 「 管 理 簿 に あ る 備 品 は 、 全 て 現 存 し て い る 」 に 「 い い え 」 と 回

答 し た 学 校 は 23 校 で 、 調 査 表 で 29 5 件 の 不 存 在 備 品 の 報 告 が あ っ た 。

不 存 在 が 多 い も の は 、 カ メ ラ や 顕 微 鏡 な ど の 電 気 機 械 器 具 類 、 運 動 用 具

や 楽 器 な ど の 教 材 用 具 類 な ど で あ っ た 。  

不 存 在 の 理 由 は 、 保 管 場 所 不 明 、 照 合 時 に 行 方 不 明 と 判 明 し た 、 廃 棄

し て い る と 思 わ れ る な ど で あ っ た 。  

出 納 簿 等 及 び そ の 他 関 係 書 類 の 監 査 に お い て 、 不 用 決 定 処 理 を し て い

る に も か か わ ら ず 出 納 簿 等 の 備 品 を 削 除 し て い な い も の 、処 理 数 や 対 象

な ど 誤 っ て 記 載 し て い る も の 、保 管 場 所 を 移 動 し て お り 移 動 元 は 削 除 し

て い る が 移 動 先 に 記 載 が な い も の な ど 、出 納 簿 等 で 現 在 数 が 不 明 な も の
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が 散 見 さ れ た 。  

現 地 確 認 に お い て 、 規 格 違 い な ど 出 納 簿 等 と 現 物 と の 照 合 確 認 が で き

な い 、 出 納 簿 に 登 載 し て い る が 現 物 が 確 認 で き な い な ど の 現 状 が 認 め ら

れ た 。  

（ ３ ） 出 納 簿 等 へ の 登 載 状 況  

質 問 ３ 「 備 品 は 、 全 て 管 理 簿 に 記 載 し て い る 。」 に 「 い い え 」 と 回 答

し た 学 校 は ２ 校 で 、 調 査 表 で ７ 件 の 出 納 簿 等 へ の 未 登 載 備 品 の 報 告 が あ

っ た 。  

回 答 校 以 外 に も 、 出 納 簿 等 及 び そ の 他 関 係 書 類 の 監 査 に お い て 、 購 入

や 保 管 転 換 し た 備 品 を 出 納 簿 等 に 登 載 し て い な い も の 、 受 入 数 と 現 在 数

が 異 な る も の な ど が 散 見 さ れ た 。  

現 地 確 認 に お い て 、 学 校 再 編 に よ り 閉 校 し た 学 校 か ら の 備 品 を 出 納 簿

に 登 載 し て い な い な ど 出 納 簿 の 現 在 数 と 現 物 の 数 が 合 致 し な い も の が 認

め ら れ た 。  

（ ４ ） 使 用 状 況  

質 問 ４ 「 使 用 可 能 な 備 品 は 、 全 て 使 用 し て い る 。」 に 「 い い え 」 と 回

答 し た 学 校 は ２ 校 で 、 調 査 表 で ９ 件 の 報 告 が あ っ た 。 理 由 は 、 旧 式 で 不

使 用 及 び 修 理 不 能 の た め 廃 棄 予 定 と し て い る も の で あ っ た 。  

出 納 簿 等 及 び そ の 他 関 係 書 類 の 監 査 に お い て 、 不 用 決 定 処 理 を し た 備

品 を 再 度 出 納 簿 に 登 載 し て 使 用 し て い る も の が あ り 、 現 地 で も 現 物 を 確

認 し た 。 現 地 確 認 で は 他 に 、 不 用 決 定 処 理 を し て い る が 未 処 分 の ま ま 残

っ て い る 備 品 が 認 め ら れ た 。  

（ ５ ） 備 品 の 修 理 状 況  

質 問 ５ 「 破 損 や 故 障 し た 備 品 は 、 全 て 修 理 し て い る 。」 に 「 い い え 」

と 回 答 し た 学 校 は ７ 校 で 、 調 査 表 で 1 5 件 の 未 修 理 の 報 告 が あ っ た 。  

修 理 予 定 や 購 入 検 討 中 、 今 回 の 点 検 で 故 障 判 明 な ど で 、 予 算 執 行 状 況

で 修 理 時 期 を 検 討 と し て い る も の も あ っ た 。  

（ ６ ） 教 育 委 員 会 へ の 報 告 状 況  

質 問 ６ 「 亡 失 ・ 棄 損 し た 備 品 は 、 全 て 教 育 委 員 会 に 報 告 し て い る 。」

に「 い い え 」と 回 答 し た 学 校 は １ 校 で 、調 査 表 で 28 件 が 未 報 告 で 、手 続

き を 失 念 し て い た な ど で あ っ た 。  

（ ７ ） 受 払 備 品 の 処 理 状 況  

質 問 ７ 「 備 品 の 出 納 受 払 （ 取 得 、 保 管 転 換 、 処 分 等 ） の 手 続 き は 、 全

て 行 っ て い る 。」に「 い い え 」と 回 答 し た 学 校 は １ 校 で 、調 査 表 で ３ 件 が
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未 処 理 で 、 購 入 時 期 等 不 明 の た め に 出 納 簿 未 登 載 で あ っ た 。  

回 答 校 以 外 に も 、 出 納 簿 等 及 び そ の 他 関 係 書 類 の 監 査 に お い て 、 購 入

や 保 管 転 換 し た 備 品 を 出 納 簿 等 に 登 載 し て い な い も の 、 出 納 簿 に 記 載 が

な い 備 品 を 不 用 決 定 処 理 し て い る も の 、 出 納 簿 に は 不 用 決 定 と 記 載 し て

い る が 不 用 決 定 伺 が 不 明 な も の 、 学 校 再 編 に 係 る 保 管 転 換 等 の 手 続 き を

し て い な い も の な ど が 見 ら れ た 。  

（ ８ ） 寄 贈 品 の 処 理 状 況  

質 問 ８「 寄 贈 品 は 、全 て 手 続 き を 行 っ て い る 。」に「 い い え 」と 回 答 し

た 学 校 は な か っ た 。  

出 納 簿 等 及 び そ の 他 関 係 書 類 の 確 認 に お い て 、 寄 贈 品 を 出 納 簿 に 登 載

し て い な い も の 、 寄 贈 と 記 載 が あ る が 採 納 伺 書 や 受 入 報 告 書 が 不 明 な も

の 、 登 載 し て い る が 寄 贈 で あ る 旨 の 記 載 が な い も の な ど が 見 ら れ た 。  

（ ９ ） 貸 付 備 品 の 管 理 状 況  

質 問 ９ 「 他 所 へ の 貸 付 備 品 は 、 適 正 な 管 理 を し て い る 。」 に 「 い い え 」

と 回 答 し た 学 校 は な か っ た 。  

出 納 簿 等 及 び そ の 他 関 係 書 類 の 監 査 に お い て 、 出 納 簿 に 借 用 と 記 載 し

て い る が 借 用 書 が 不 明 な も の が 見 ら れ た 。  

（ 10） 管 理 簿 と 備 品 の 照 合 確 認 と 最 終 確 認 時 期  

出 納 簿 等 と 備 品 の 照 合 に つ い て は 、 夏 季 休 業 中 な ど 年 １ 度 定 期 的 に 教

科 担 当 教 員 や 職 員 で 分 担 し て 、 出 納 簿 等 と 備 品 シ ー ル を 貼 付 し て い る 現

物 と の 照 合 確 認 を 行 っ て い る と の 回 答 が 多 く 、 全 て の 学 校 で 照 合 確 認 を

行 っ て い た 。 最 終 確 認 時 期 は 、 １ 校 を 除 き 、 令 和 元 年 ７ 月 か ら ８ 月 に か

け て 実 施 と し て い た 。 １ 校 に つ い て は 、 平 成 29 年 ７ 月 25 日 か ら ８ 月 ７

日 の 間 に 実 施 し 本 年 度 は 現 在 確 認 中 と の こ と で あ っ た 。  

現 地 確 認 に お い て 、 出 納 簿 と 備 品 シ ー ル が 整 合 し な い 、 規 格 違 い な ど

出 納 簿 等 と 現 物 と の 照 合 確 認 が で き な い 、 出 納 簿 に 登 載 し て い る が 現 物

が 不 明 、現 物 は あ る が 出 納 簿 に 登 載 し て い な い な ど の 現 状 が 認 め ら れ た 。 

（ 11） そ の 他  

本 市 規 則 に 準 じ て 平 成 3 0 年 ４ 月 に ３ 万 円 以 上 を 備 品 と し た 出 納 簿 等

を 調 整 し た 際 に 、 金 額 に 係 わ ら ず 備 品 で あ る 事 務 用 机 及 び 事 務 用 椅 子 を

削 除 し た り 、 ３ 万 円 未 満 で 削 除 し て い な い も の 、 不 用 決 定 処 理 済 み の も

の を 再 度 平 成 30 年 ４ 月 で 削 除 と し て い る も の な ど が 散 見 さ れ た 。そ の 他

１ 万 円 以 上 が 備 品 で あ る 図 書 と 思 わ れ る D VD 等 を ３ 万 円 未 満 で 削 除 し て

い る も の も 見 ら れ た 。  
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ま た 、 公 印 を 出 納 簿 等 に 登 載 し て お り 、 不 用 決 定 処 理 で 廃 止 し て い る

も の も あ っ た 。  

 

８  留 意 、 検 討 を 要 す る 事 項  

（ １ ） 出 納 簿 等 帳 簿 類 に つ い て  

学 校 管 理 規 則 に は 、「 校 長 は 、施 設 及 び 設 備 の 管 理 簿 を 調 整 し 、そ の 現

況 を 記 載 し て お か な け れ ば な ら な い 。」「 校 長 は 、 学 校 の 施 設 、 設 備 が 亡

失 又 は き 損 し た 場 合 は 、 別 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 速 や か に 教 育 委 員 会

に 報 告 し 指 示 を 受 け な け れ ば な ら な い 。」 と 規 定 さ れ て い る 。  

学 校 で は 、 出 納 簿 等 と 備 品 の 照 合 を 定 期 的 に 行 っ て い る こ と か ら 出 納

簿 等 は 都 度 更 新 し て い る と 考 え る が 、 そ の 整 備 に つ い て は 長 期 使 用 や 学

校 再 編 に よ る 複 数 管 理 、 出 納 状 況 が 分 か ら な い も の な ど が あ り 、 記 載 状

況 と し て は 不 明 確 な も の や 未 記 入 が 散 見 さ れ た 。  

ま た 、 寄 贈 、 保 管 転 換 、 不 用 決 定 な ど の 伺 書 等 に つ い て は 、 出 納 簿 等

と の 不 整 合 が 見 ら れ た り 、 フ ァ イ リ ン グ の 形 態 及 び 保 存 期 間 が 学 校 ご と

で 異 な っ て い た 。  

出 納 簿 等 は 、 備 品 の 現 状 把 握 及 び 管 理 の 大 元 と な る も の で 、 寄 贈 、 保

管 転 換 、 不 用 決 定 等 を 含 む 受 入 ・ 払 出 ・ 現 在 数 の 出 納 を 確 実 に 記 載 し 、

適 正 に 調 整 し な け れ ば な ら な い 。 し か し 、 現 状 は 学 校 ご と の 判 断 で 行 わ

れ て お り 、 誤 っ た 処 理 方 法 が 是 正 さ れ る こ と な く 引 き 継 が れ て い る 傾 向

が 見 ら れ た 。  

学 校 の 状 況 は そ れ ぞ れ 異 な る も の の 、 備 品 管 理 は 共 通 し て 存 在 す る こ

と か ら 、 総 括 的 指 導 を 行 う 部 署 に お い て は 基 準 と な る 処 理 方 法 等 を 示 し 、

学 校 へ の 周 知 を 徹 底 さ れ た い 。 ま た 、 学 校 に お け る 施 設 設 備 管 理 総 括 で

あ る 校 長 及 び 管 理 分 担 職 員 は 、 備 品 管 理 の 重 要 性 を 再 認 識 し 、 示 さ れ た

処 理 方 法 等 に 基 づ き 適 正 な 備 品 管 理 事 務 の 執 行 に 努 め ら れ た い 。  

（ ２ ） 使 用 し て い な い 備 品 、 未 修 理 備 品 の 管 理 に つ い て  

備 品 の 使 用 状 況 、 修 理 状 況 の 調 査 に お い て 、 修 理 不 能 で 廃 棄 予 定 と し

て い る も の や 未 修 理 の 報 告 が あ っ た 。 こ れ ら の 備 品 は 、 速 や か に 処 理 す

る と と も に 、 処 理 が 完 了 す る ま で は 確 実 に 管 理 し 、 誤 っ て 使 用 し て 事 故

な ど が 発 生 し な い よ う 、 安 全 面 に 留 意 さ れ た い 。  

ま た 、 使 用 可 能 だ が 使 用 し て い な い 備 品 は 、 保 管 転 換 等 に よ り 必 要 と

す る 所 で 有 効 活 用 し た り 、 保 管 転 換 を し な い 場 合 は 、 出 納 簿 等 に 登 載 し

た ま ま 保 管 を 継 続 す る な ど 適 正 に 管 理 す る 必 要 が あ る 。 特 に 疑 義 が 生 じ
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た の は 、 閉 校 し た 学 校 の 備 品 の 取 扱 い で あ る 。 閉 校 後 、 備 品 を 廃 棄 物 と

捉 え 、 必 要 と す る 他 校 や 市 が 引 取 り 、 保 管 転 換 で は な く 拾 得 物 と し て 出

納 簿 等 に 登 載 し て い る 一 方 、 閉 校 側 で は 処 分 等 の 手 続 き を し て い な い に

も か か わ ら ず 再 編 後 の 学 校 で も 教 育 委 員 会 で も 管 理 を し て い な か っ た 。

財 産 で あ る 備 品 を 手 続 き の な い ま ま 廃 棄 物 と し て 捉 え る の は 適 正 と は

言 え ず 、 備 品 管 理 に 係 る 処 理 と し て は 不 足 し て い る 。 総 括 的 指 導 を 行 う

部 署 に お い て は 、 膨 大 な 数 と 処 理 経 費 を 要 す る 場 合 な ど も 考 慮 し 、 効 率

的 で 基 準 と な る 処 理 方 法 等 を 示 し 、 適 正 な 備 品 管 理 及 び 出 納 と な る よ う

な 処 理 を さ れ た い 。  

（ ３ ） 公 印 に つ い て  

出 納 簿 等 に 公 印 を 登 載 し て お り 、 不 用 決 定 処 理 で 廃 止 し て い る も の も

あ っ た 。  

公 印 は 、 公 印 台 帳 、 公 印 使 用 簿 等 を 整 備 し 、 慎 重 に 取 り 扱 い 、 不 正 使

用 の な い よ う に 厳 重 に 保 管 を す べ き も の で 出 納 簿 等 に 登 載 す る 備 品 で は

な い 。 大 牟 田 市 教 育 委 員 会 公 印 規 則 に 基 づ き 適 正 に 管 理 さ れ た い 。  

 

９  む す び  

大 牟 田 市 立 学 校 の 備 品 の 管 理 事 務 に つ い て は 、 今 回 の 行 政 監 査 に お い

て 、 上 記 の よ う な 現 状 が あ り 、 統 一 的 に 検 討 が 必 要 な 課 題 が 明 ら か に な

っ た 。 こ れ ら の 課 題 は 、 備 品 の 管 理 事 務 に つ い て 、 備 品 を 長 期 使 用 し て

い く 中 で 、 学 校 再 編 が 行 わ れ る な ど 保 管 の 変 更 や 廃 棄 等 の 変 動 の 機 会 が

多 く 、 そ の 都 度 処 理 が 発 生 す る も の の 他 の 業 務 に 比 し て 緊 急 度 の 面 か ら

後 回 し に な り が ち で あ る こ と 、 例 示 が な く 学 校 ご と の 判 断 で 処 理 し て い

る こ と な ど が 背 景 に あ る と 考 え ら れ る 。 学 校 に お い て は 示 さ れ た 処 理 方

法 等 に 基 づ き 適 正 な 備 品 管 理 事 務 の 執 行 に 努 め 課 題 解 決 を 図 る 必 要 が あ

り 、 総 括 的 指 導 を 行 う 部 署 に お い て は 基 準 と な る 処 理 方 法 等 を 示 さ れ た

い 。  

学 校 が 所 有 す る 備 品 は 公 有 財 産 で あ り 、 そ の 財 源 の ほ と ん ど は 市 民 の

税 金 で 賄 わ れ て い る も の で あ る 。 こ れ ら の こ と を 改 め て 認 識 し 、 地 方 財

政 法 第 ８ 条 に 規 定 す る 「 地 方 公 共 団 体 の 財 産 は 、 常 に 良 好 の 状 態 に お い

て こ れ を 管 理 し 、 そ の 所 有 の 目 的 に 応 じ て 最 も 効 率 的 に 、 こ れ を 運 用 し

な け れ ば な ら な い 。」と の 備 品 の 管 理 及 び 運 用 の 基 本 原 則 に 基 づ き 、適 正 、

安 全 、 効 果 的 な 備 品 管 理 事 務 の 執 行 に 努 め ら れ る よ う 強 く 要 望 す る も の

で あ る 。  
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【  別  表  】  

小 学 校  

No.  学 校 名  備    考  

１  天 の 原 小 学 校  平 成 25 年 4 月  天 道 小 、 笹 原 小 を 再 編  

２  玉 川 小 学 校   

３  み な と 小 学 校  平 成 18 年 ４ 月  三 里 小 、 三 川 小 を 再 編  

４  天 領 小 学 校  平 成 22 年 ４ 月  諏 訪 小 、 川 尻 小 を 再 編  

５  大 正 小 学 校   

６  中 友 小 学 校   

７  明 治 小 学 校   

８  手 鎌 小 学 校   

９  高 取 小 学 校   

10  三 池 小 学 校   

11  上 内 小 学 校   

12  吉 野 小 学 校   

13  倉 永 小 学 校   

14  駛 馬 小 学 校  平 成 30 年 ４ 月  駛 馬 南 小 、 駛 馬 北 小 を 再 編  

15  大 牟 田 中 央 小 学 校  平 成 28 年 ４ 月  上 官 小 、 大 牟 田 小 を 再 編  

16  白 川 小 学 校   

17  平 原 小 学 校   

18  羽 山 台 小 学 校   

19  銀 水 小 学 校   

 

中 学 校  

No.  学 校 名  備    考  

１  宮 原 中 学 校  平 成 29 年 ４ 月  米 生 中 、 勝 立 中 を 再 編  

２  松 原 中 学 校   

３  白 光 中 学 校   

４  宅 峰 中 学 校  平 成 27 年 ４ 月  右 京 中 、延 命 中 、船 津 中 を 再 編  

５  田 隈 中 学 校   

６  橘 中 学 校   

７  歴 木 中 学 校   

８  甘 木 中 学 校   

 

特 別 支 援 学 校  

No.  学 校 名  備    考  

１  特 別 支 援 学 校   

 


